
■入居者を募集する市営住宅（全て風呂付き）
⑴公営住宅
住 宅 名 募集

戸数
建 築
年 度 間取り 地区 単身

入居
柏台第一住宅 ２戸 昭和63年 ２ＬＤＫ 松尾 不可
⑵コミュニティ住宅
住 宅 名 募集

戸数
建 築
年 度 間取り 地区 単身

入居
ニッコウキスゲ １戸 昭和57年 ２ＬＤＫ 松尾 不可４号棟 ２戸 昭和62年
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入居に当たっての注意点
※ 敷金は、入居時家賃の３カ月分です。
※ 市営住宅では、近隣や他者への迷惑
となる恐れがあることから、動物（ペッ
ト）の飼育は認めていません。

※ 申込者または現に同居する、もしく
は同居しようとする親族が「暴力団員
による不当な行為の防止等に関する法
律（平成３年法律第７７号）」の第2条第
6号に規定する暴力団員ではないこと
が条件です。
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公的年金（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災
年金、遺族補償など）の受給額が、児童扶養手当額
より低い場合、その差額分の児童扶養手当を平成
２6年1２月から受給できるようになりました。
公的年金の受給を理由に、児童扶養手当を受給
できなかった人で、２6年1２月１日に支給要件を満
たしている人が、２７年３月までに申請した場合、
２6年1２月の手当分から受給できます（２6年1２月か
ら２７年３月までの手当分は、４月に支払われま
す）。児童扶養手当を受給するには、手続きが必要
です。忘れずに申請してください。
■児童扶養手当の対象者 18歳に達する日以後
の最初の３月３1日を迎えるまでの子ども（中度以

上の障がいを有する場合は、２0歳未満）を監護し、
生計を同じくしている養育者で、その子どもが次
のいずれかに該当する人
❶父母が婚姻を解消した❷父（母）が死亡した❸父
（母）が一定程度の重度の障がい状態にある❹父
（母）の生死が不明❺その他【父（母）が裁判所から
のＤＶ（夫婦間暴力）保護命令を受けている、父
（母）が１年以上遺棄している、父（母）が１年以上
拘禁されている、母が婚姻せずに懐胎した―など】
◎新たに手当を受け取れる例
▶子どもを養育している祖父母などが、低額の老
齢年金を受給している▶子どもが低額の遺族厚生
年金のみを受給している▶父子（母子）家庭で、離
婚後に父（母）が死亡し、子どもが低額の遺族厚生
年金のみを受給している―など
詳しくは、市役所地域福祉課児童福祉係（☎・内
線110３）まで。

公的年金との併給が可能です
児童扶養手当の申請忘れずに
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